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帰化許可申請のてびき

法務局に来庁される際には,必ずこの「てびき」を持参 してください。

帰化許可申請後に,次に掲げる例のように,申請内容や既に法務局

の担当者に伝えている事項に変更が生じたとき,又は新たな予定等

が生じたときは,必ず,速やかに法務局の担当者に連絡してくださ

い (11ページ参照)。

・住所又は連絡先を変更 したとき

口婚姻,離婚,出生,死亡,養子縁組,離縁など身分関係に変動があつたとき
 ヽ  ｀

日在留資格や在留期限が変わつたとき

・日本からの出国予定が生 じたとき

口日本からの出国後,再入国したとき

コ法律に違反する行為 (交通違反を含む。)を したとき

口勤務先など,仕事関係が変わつたとき

口帰化後の本籍や氏名を変更 しようとするとき

・その他法務局へ連絡する必要が生 じたとき

帰化許可申請に関するお問い合わせは,最寄 りの法務局又は地方法務局までお願いします。

法 務 省

平成  年  月  日      号受付
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第 1 申請する前の注意事項

、このてびきは,帰化をしようとする人が帰化許可申請書類の作成又は取寄せをするためのてびきと

して作成 したものですが,法務局・地方法務局の担当者の説明を受けていただくことを前提としてい

ますので,書類の作成又は取寄せをする前に必ず法務局・地方法務局の担当者に相談してください。

第 2 申請書類作成の一般的な注意事項

1 用紙は, 日本ェ業規格A列 4番 (以 下 「A4判」とい う。)で,紙質の丈夫なものを使用 し,文

字は,正確に,かつ,ていねいに記載 してください。文字の記載を誤つた場合は,取消線を引いた

上,修正 してください (修正テープ及び修正液の使用は不可)。

2 筆記具は墨インクのペン又はボールペンを用いることとし,鉛筆は使用しないでください。

動機書以外の書類は,パノコンを用いて作成 しても差し支えありません。

3(1)提出する書類は原則 として 2通ですが, 1通は原本を提出してください。もう1通は写しで

も結構です。

(2)外国語で記載された書面には,別にA4判 の翻訳文を付け,翻訳者の住所・氏名及び翻訳年

月 日を記載 してください。翻訳者については,正確に翻訳できる人であれば,申 請者を含め,

どなたでも結構です。

(3)旅券 (パスポー ト)や免許証等のように原本を提出できないものについては,写 し (コ ピー)

 `｀
を提出していただきます。この場合には,提出する際に原本を持参してください。法務局の担

当者が,持参された原本 と写しを照合 し,確認後に原本をお返 しします。

4 提出する書類には,事実をありのまま記載 してください。                       ,

_ なお ,

止が必逆よ二ので,注意してください。

5 提出する書類は,おおむね別表 1(24ページ)の必要書類一覧表のとお りですが,人によっては

提出する書類が異なりますので,法務局の担当者の指示に従つてください。

6 提出する書類は,次の順序にそろえて提出してください。数人分を一括 して申請する場合でも,

同種類 (例 えば数人分の申請書)ご とにまとめて提出してください。

(1)帰化許可申請書 (2通 とも写真貼付 )

(2)親族の概要を記載 した書面

(3)履歴書

(4)帰化の動機書

(5)宣誓書

(6)国籍・身分関係を証する書面 (国籍証明書,本国の戸 (除)籍謄本,旅券 (パ スポー ト)の  ・

写し等 )

(7)在留歴を証する書面 (出入国記録 )

(8)居住歴を証する書面 (住民票の写し,戸籍の附票の写し,閉鎖外国人登録原票の写し)

(9)生計の概要を記載 した書面

(10)事業の概要を記載 した書面

(11)在勤及び給与証明書
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(12)卒業証明書,在学証明書 (又 は通知表の写し)

｀ (13)源泉徴収票,課税証明書,納税証明書

(14)確定申告書の控え,決算報告書,許認可書等の写し

(15)公的年金保険料の納付証明書 (ねんきん定期便,年金保険料の領収書等 )

(16)運転記録証明書 (又 は運転免許経歴証明書)

(17)技能,資格を証する書面 (運転免許証の写し (表・裏)も含む。)

(18)自 宅,勤務先,事業所付近の略図                   1

(19)そ の他

第 3 帰化許可申請者が自分で作成する書類についての注意事項

1 帰化許可申請書 (例 1………14ページ参照 )

(1)申請書は,帰化をしようどする人ごとに作成 します。代筆 してもらつても結構ですが,で きる

だけ自分で記載 してください。

(3)写真は,カ ラー・白黒どちらでも結構ですが,申請 6か月前以内に撮影 した, 5 cm× 5 cmの 単

身,無帽,正面上半身で,かつ,鮮明に写つているものを, 2通 にそれぞれ貼つてください。

“
  帰化をしようとする人が 15歳未満のと主は,父母などの法定代理人と一緒に撮影 したものを

使用 してください (右図参照)。

(4)国籍は,申 請者が属 している国名を記載 してください。

(例)韓国,中国,アメリカ合衆国

(5)出生地 (生 まれたところ,例・病院の所在地等)は,地番

まで詳 しく記載 してください。地香等が不明な場合は,「以

下不詳」と記載 しても結構です。出生届書・出生証明書があ

る場合は,それを参考にしてください。

(6)住所が,マンション,アパー ト等の場合は,
マンション名,アパー ト名及び室番号まで記載 し

てください。

なお,居所 (住所地のほかに寝泊まりするような所)カミあれば,住所の要領で記載 してくださ

い 。

(7)氏名は,氏 ,名 の順序で漢字又はカタカナで記載 し,氏名が漢字の場合

'ま

,ふ りがなも付けて

ください。中国等の筒略体漢字については, 日本の正字に引き直して記載 してください。

(8)通称名がある場合は,これまで使用した通称名を含め,その全部を記載 してください。

(9)生年月 日は, 日本の年号 (大正・昭和・平成)で記載 してください。生年月 日を訂正したこと

があるときは,訂正前のものをカッコ書きしてください。

(10)父母の氏名は,氏 ,名 の順序で漢字・ひらがな又はカタカナで記載 してください。中国等の

簡略体漢字については, 日本の正字に引き直してください。

また, 日本人父母の本籍は,地番まで記載 してください。

父母の氏名又は父母 との続柄が不明の場合は,該当欄に 「不詳」と記載してください。

(2)
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(11)

ヽ

帰化後の本籍及び氏名は,帰化が許可になった場合を予定して,あ らかじめ記載 していただ

くものです。ぃずれも自由に定めることができますが,次の点に注意 してください。

・ 帰化後の本籍は,土地の地番あるいは住居表示が使用できます。ただし,住居表示番号の

場合は「①丁目○番」 (※①号は記載できません)と 記載 してください。

なお,実在 しない町名,地番等は使用できませんので,分からない場合は,本籍 としたい

市区町村に確認 してください。       ァ

・ 帰化後の名は,原則 として常用漢字表,戸籍法施行規則別表第二に掲げる漢字及びひらが

な又はカタカナ以外は使用できません (帰化許可後の変更は原則 として認められません。)。

なお,帰化後の氏については,その他の正しい日本文字も使用することができます。

・ 夫婦又は日本国民の配偶者が申請する場合,帰化後の氏について夫又は妻のいずれの氏に

よるかを ( )内 に明記 してください。

なお,申請者が 15歳以上の場合にはご本人が署名 し,申請者が 15歳未満の場合には法定代

理人が次の要領により署名 していただくことになります。

子 ①①が 15歳未満につき

東京都中野区野方○丁 目①番①号

親権者  父 ①①①O

母 ①①①O

2 親族の概要を記載 した書面 (例 2………15日 16ページ参照 )

(1)申請者を除いて記載 してください。

(2)こ の書面に記載する親族の範囲は,申請 していない同居の規族のほか,申請者の配偶者 (元配

偶者を含む。),親 (養親を含む。),子 (養子を含む。),兄弟姉妹,配偶者の両親,内縁の夫 (妻 )

及び婚約者です。

なお,こ れらの親族については,死亡者についても記載 してください。

(3)日 本在住の親族 と,外国在住の親族 とに用紙を分けて作成 してください。

3 履歴書 (例 3………17・ 18ページ参照 )

(1)申請者ごとに作成 してください (15歳未満の人は不要)。

(2)申請者の経歴を各項 目ごとに区分 し,出生の時から日付順に,空 白期間のないよう詳 しく記載

してください。

職歴 (本 国での職歴や 日本に入国した後に行つたアルバイ ト歴も含む。)については,具体的

な職務内容も記載 してください。

(3)重要な経歴については,以下に例示する証明資料を添付 してください。

ア 卒業証明書又は卒業証書の写し

イ 在学証明書又は通知表の写し

ウ 在勤証明書
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工 自動車運転免許証の写し

｀ ォ 技能及び資格証明書 (医師,歯科医師,薬剤師,看護師,教員,理容師,美容師,建築士
,

調理師その他免許を必要とする職業に従事 している人は,そ の技能及び資格証明書又は免許証)

の写し

4 帰化の動機書

(1)申請者ごとに申請者本人が,自 筆 してください (パ ソコンは不可)。     ウ

なお,15歳未満の申請者については不要です。

(2)帰化をしたい理由 (日 本に入国するに至つた経緯及び動機, 日本での生活についての感想, 日

本に入国した後に行つた社会貢献,本国に対する思い,帰化が許可された後において行 うことを

予定している社会貢献,帰化が許可された後における日本での生活の予定等)を具体的に自筆 し

てください。

5 宣誓書

(1)宣誓の趣旨をよく理解 して申請者ごとに作成 します (15歳未満の人は不要)。

(2)受付の際に申請者本人に自筆で署名していただきますので,空欄のままにしておいてください。

6 生計の概要を記載した書面 (例 4………19820ページ参照)

(1)申 請者並びに配偶者及び生計を同じくする親族の収入 。支出関係,資産関係などの所要事項を

具体的に記載してください。

‐ (2)月 収 (手取り)は ,申請の前月分について記載してください。

(3)世帯を異にする親族によつて申請者の生計が維持されている場合は,収入欄にその親族からの

収入について記載してください。

(4)不動産を所有している場合は,土地・建物の登記事項証明書を提出してください。

(5)日 本以外の国に所有する不動産についても記載してください。

7 事業の概要を記載した書面 (例
'5………21ペ ージ参照)

(1)次の場合には,事業の内容などを具体的に記載してください。

① 申請者又は申請者の生計を維持している配偶者その他の親族が個人で事業を営んでいるか,

一   あるいは,会社等の法人を経営している場合

② 申請者が会社等の法人の役員その他の経営に従事している者である場合

③ 共同で個人事業を経営している場合

④ 申請者の生計が,世帯を異にする配偶者その他の親族の収入で維持されている場合で,その

人が事業経営者である場合

(2)複数の事業を経営している場合には,一事業ごとに作成してください。

(3)確定申告書の控え,決算報告書 (貸借対照表及び損益計算書)等の写しを添付してください。

(4)会社等の法人を経営している場合には,その法人の登記事項証明書を添付してください。

(5)許可又は認可を要する事業を経営している人については,官公署の長が証明した証明書の写し
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を添付 してください。

8 自宅,勤務先,事業所付近の略図 (例 6………22ページ参照 )

(1)住所又は勤務先を同じくする申請者が数人ある場合は,1人について作成すれば結構です。

(2)目 標 となるもの又は最寄 りの交通機関からの経路,所要時間等を記載 してください。

(3)自 宅以外の場所で事業を営む人は,別にその営業所 (会社,工場,店舗等を含む。)の所在図   
く

を前記に準 じて作成 してください。                    こ

(4)過去 3年のうち住所や勤務地に変更のある人はその分 (前住所地等)も作成 してください。

第 4 証明資料として官公署等から交付を受ける書類について

1 本国法によって行為能力を有することの証明書

本国の成人年齢・行為能力の持」限を定めた法令及び申請者の年齢を証明したもので,原貝Jと して

本国の官公署が証明したものを提出してくださぃ。ただし,次の場合は省略しても結構です。

(ア) 日本国民の配偶者

(イ ) 日本国民の子 (縁組の時に本国法により未成年であった養子で,かつ, 1年以上引き続き日

本に住所を有する人を含む。)

(ウ ) 日本の国籍を失つた人 (日 本に帰化 した後, 日本の国籍を失つた人を除く。)

｀(r) 日本で生まれ,生まれた時から無国籍で,生まれた時から引き続き 3年以上 日本に住所を有

する人

_2 国籍証明書

(1)本国の官憲 (又 は在 日大使館等)カミ発行 した国籍証明書を,法務局の担当者の指示があったと

きに提出してください。

(2)韓国・朝鮮の人は,本国官憲発行の家族関係登録簿に基づく基本証明書を提出すれば足 ります。

なお,家族関係登録簿に基づく基本証明書を提出することができないときは,家族関係登録簿

作成前の韓国・朝鮮の戸 (除 )籍謄本を提出してください。

また,家族関係登録簿作成前の韓国・朝鮮の戸 (除)籍謄本も提出することができないときは ,

申請者に係る身分行為の記載のある日本の戸 (除)籍謄本,戸籍届書の記載事項証明書等を提出

してください。

(3)旅券 (パスポー ト)を所持 している人は,所持 している全ての旅券 (パスポー ト)の写しを提

出してください。

なお,配偶者が外国人の場合は,配偶者が所持 している全ての旅券 (パスポー ト)の写しも提

出してください。

3 身分関係を証する書面

次のような本国の権限を有する官公署が発行 した出生証明書・婚姻証明書・親族 (親子)関係証

明書その他の身分関係を証する書面を提出してください。

なお,身分関係を証する書面は,その人の親族関係により異なりますので,提出に当たつては法
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務局担当者の指示に従つてください。

｀
(1)本自の声 (徐)籍謄本 (家族関係登録簿に基づく証明書 )

身分関係を証する書面として,韓国・朝鮮の人は,家族関係登録簿に基づく証明書 (基本証明

書,家族関係証明書,婚姻関係証明書,入養関係証明書,親養子入養関係証明書,父母の家族関

係証明書及び母の婚姻関係証明書の全て),韓国・朝鮮の戸 (除 )籍謄本等を,中国 (台湾)の

人は台湾の戸 (除)籍謄本を提出してください。

また,離婚歴がある人は,離婚事項の記載のある婚姻関係証明書又は戸 (除)籍謄本を提出し

てください (部分謄本又は抄本不可)。

(2)日 本の戸 (除)籍謄本 (全部事項証明書)

次の各例の場合には, 日本国民である人,あ るいは日本国民であつた人の日本の戸 (除)待謄

本 (全部事項証明書)カミ必要です。

なお,市区町村役場に戸 (除)籍謄本等を請求する手続の詳細については,市区町村役場又は

法務局におたずねください。

ア 申請者の配偶者 (元配偶者,内縁関係を含む。)カミ日本国民であるとき

イ 申請者の子 (養子)が 日本国民であるとき

ウ 申請者の婚約者が日本国民であるとき

、 、工 P請者の父母 (養父母)カミ日本国民であるとき (養父母の場合は,養子縁組事項の記載があ

るものも含む。)

オ 申請者が日本国民であつた人の子 (養子)であるとき (た だし, 日本国籍喪失事項の記載が

あるもの)

‐  力 申請者が日本の国籍を失った人であるとき (ただし, 日本国籍喪失事項の記載があるもの)

キ 申請者の親・兄弟姉妹・子の中で帰化又は国籍取得をした人がいるとき (ただし,帰化事項

又は国籍取得事項の記載があるもの)

(3)申請者が日本において出生し,ま た,婚姻,離婚,養子縁組等をしているとき,及び父母等が

日本において婚姻,離婚,死亡しているときは,次の証明資料が必要です。

・
ア 出生届の記載事項証明書 (本人及び兄弟姉妹の出生届の記載事項証明書)

イ 死亡届の記載事項証明書

ウ 婚姻届の記載事項証明書

工 離婚届の記載事項証明書 (裁判離婚の場合は,調停調書,和解調書,認諾調書の謄本又は確

定証明書のついた審判書若 しくは判決書の謄本等も必要です。)

オ 親権者変更届等の記載事項証明書 (裁判離婚の場合は,調停調書,和解調書,認諾調書の謄

本又は確定証明書のついた審判書若 しくは判決書の謄本等も必要です。)

力 養子縁組届の記載事項証明書

キ 認知届の記載事項証明書

ク 就籍の審判書

(注) 上記ア～キについての届出事項の記載のある日本の戸 (除)籍謄本 (全部事項証明書)を

添付 した場合は,原則 として証明資料の提出は不要です。

(4)本国 (又 は外国)の 出生,婚姻,離婚,親族関係その他の証明書 (公証書)
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離婚,親権について裁判をしている場合は,確定証明書のついた審判書又は判決書の謄本が必

、 要ですょ ″

4 国籍を有せず,又は日本の国籍を取得することによってその国の国籍を失うべきことの証明書

法務局担当者の指示があった場合には,本国の官憲 (又は在 日大使館等)カミ発行 した,本国の国

籍を喪失 (離脱)し た旨の証明書又は日本の国籍 (外国の国籍)を取得 したときは本国の国籍を

喪失する旨の証明書を提出してください。                  日

なお,申 請者が本国法によつて, 日本国に帰化すれば当然にその国籍を失 うことが明らかである

法制を採る国 (例 えば,韓国等)の場合は不要です。

5 在留歴を証する書面

法務省大臣官房秘書課個人情報保護係宛ての個人情報開示請求により発行 される申請者に係る出

入国記録を提出してください。

なお,出入国記録は,次の事項の記載があるものを提出してください。

(1)日 本に入国した時から申請時までの在留資格に係る許可・不許可の履歴

(2)法定の住所期間における出入国の履歴

も と住歴を証する書面

次のとおり住居地の市区町村長が発行 した住民票の写し等を提出してください。

(1)申 請者は,氏名 (通称名を含む。),生年月 日,性別,国籍,在留資格,在留期間,在留期間

の満了 日,在留カー ド番号 (特別永住者証明書番号を含む。)及び法定の住所期間内の居住歴が

記載された住民票の写しを提出してください。

なお,氏名又は生年月 日を訂正 しているときは,訂正前の事項とその訂正年月 日が記載された

ものを提出してください。

(2)申請者の同居者 ((3)に該当する人を除く。)は,住民票の写 しを提出してください。

なお,申 請者の同居者が外国人であるときは,氏名 (通称名を含む。),生年月 日,性別,国

籍,在留資格,在留期間,在留期間の満了日及び在留カー ド番号 (特別永住者証明書番号を含む。)

が記載 された住民票の写しを提出してください。

(3)申 請者の配偶者 (元配偶者を含む。)は,婚姻期間中の居住歴が記載 された住民票の写し (又

は戸籍の附票の写 し)を提出してください。

なお,申請者の配偶者が外国人であるときは,婚姻期間中の居住歴のほか,氏名 (通称名を含

む。),生年月 日,性別,国籍,在留資格,在留期間,在留期間の満了日及び在留カー ド番号 (特

別永住者証明書香号を含む。)が記載された住民票の写しを提出してください。

また,申請者 と内縁関係にある人については,原員Jと して現在の住民票の写しを提出してくだ

さVヽ。

(注)上記 (1)の 法定の住所期間及び上記 (3)の 婚姻期間の始期が平成 24年 7月 9日 よりも前で

ある場合は,閉鎖外国人登録原票の写しも提出してください。
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7 運転記録証明書
｀
 自動車運転免許証を持つている人は, 自動車安全運転センターが発行 した過去 5年間の運転記録

証明書を提出してください。

なお,帰 の結果が出るまでの間に再 していただ く場合が

_また, 自動車運転免許証が失効した人 ,

さい。

取り消された人は,運転免許経歴証明書を提出してくだ

8 資産 口収入 口納税に関する各種証明書

(1)収入関係

ア 在勤及び給与証明書 (例 7… …… 23ページ参照)

申請者及び配偶者並びに生計を同じくする親族が,給与,報 Blll等 の収入により生活 している

場合に提出してください。

勤務先の代表者か給与の支払責任者が作成 したものを提出してください。

職種は,具体的な職務内容まで記載 してもらつてくださV｀。

イ 源泉徴収票

権限を有する者が証明したもので,直近 二年分を提出してください。

、 、ウ 許認可証明書 (事業免許等)

許可又は認可を要する事業を営む人は,許可又は認可をした官公署の長が発行 した証明書又

はその写しを提出してください。

工 会社の登記事項証明書

(2)資産関係

ア 土地・建物の登記事項証明書,賃貸契約書の写し

イ 預貯金通帳の写し又は銀行,郵便局等で証明を受けた預貯金現在高証明書

(3)課税証明書,納税証明書,確定申告書の控え等

給与所得者又は事業経営者 (法人・個人)に よつて異なりますので,「別表 2 納税証明書等

'提
出書類一覧表」 (26ページ参照)に基づき,必要書類を提出してください。

なお,課税 されてぃない場合には,課税 されていないことを証明する書類を提出してくださ

V｀。_

9 公的年金保険料の納付証明書

(1)第 1号被保険者については, 日本年金機構が発行したねんきん定期便,年金保険料の領収書等

の写し (直近 1年分)を提出してください。

(2)厚生年金保険法に定める適用事業所の事業主については,年金事務所が発行 した年金保険料の

領収書等の写し (直近 1年分)を提出してください。

0 その他の参考資料

法務局の担当者から指示があつた場合は,

診断書・感謝状などが必要となる場合があり

その指示に従つてください (例 えば,スナップ写真

ます。)。
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′申請書類を提出する場合は,記載事項に誤 りがないか,指示 された提出

書類が不足 していないか,よ く確認 してください。

第 5 申請する際の注意事項

1 申請する際は,書類を郵送したりすることなく,申請者の住所地を管轄する法務局・地方法務局

へ申請者全員 (15歳未満の人については,法定代理人)カミ自ら出向いて提出してください。

2 法務局の担当者 と約束がない場合は,担当者が不在 となることもありますので,出向く前に必ず

電話確認をしてください。

3 旅券 (パ スポー ト)や 自動車運転免許証等,原本が提出できないものについては,その写し (コ

ピー)を提出していただきますが,その際には原本 との照合が必要となりますので,必ず原本をお

持ちください。

第 6 申請 した後の注意事項

帰化許可申請後に,次に掲げる例のように,申 請内容や既に法務局の担当者に伝えている事項に変

更が生じたとき,又は新たな予定等が生じたときは,必ず,速やかに法務局の担当者に連絡 してくだ      |
きv毛

(1)住所又は連絡先が変わったとき (住所変更届の例……… 28ページ参照)

(2)婚姻・離婚・出生 。死亡・養子縁組・離縁など身分関係に変動があつたとき

(3)在留資格や在留期限が変わったとき

(4)日 本からの出国予定 (再入国予定を含む。)カミ生 じたとき及び再入国したとき

(5)法律に違反する行為をしたとき (交通違及を含む。)

(6)仕事関係 (勤務先等)が変わったとき

(7)帰化後の本籍・氏名を変更しようとするとき

(8)そ の他法務局へ連絡する必要が生じたとき (新たな免許資格の取得等があったとき等)

※ 追加書類を郵送するときは,必ず帰化申請の 「受付年月 日,受付番号」を書いてく″ださい。

なお,封筒の宛て名には,法務局の担当課 (係)を書いてください。
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国 籍 法 (抄 )

第 4条 (帰化) 日本国民でない者 (以下 「外国人」という。)は,帰化によつて, 日本の国籍を取得

することができる。           ′

2 帰化をするには,法務大臣の許可を得なければならない。

第 5条 法務大臣は,次の条件を備える外国人でなければ,その帰化を許可することができない。

一 引き続き五年以上 日本に住所を有すること。

二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。

三 素行が善良であること。

四 自己又は生計を一にする配偶者その他の規族の資産又は技能によつて生計を営むことができるこ

と。

王 国籍を有せず,又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。

六 日本国憲法施行の日以後において, 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊すること

｀
 基企て,若 しくは主張し,又はこれを企て,若 しくは主張する政党その他の団体を結成し,若しく

はこォ引こ力日入 したことがなVヽ こと。

2 法務大臣は,外国人がその意思にかかわらずその国籍を失 うことができない場合において, 日本国

‐
民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは,そめ者が前項第五号に掲げる条件

を備えないときでも,帰化を許可することができる。

第 6条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては,法務大臣は,その

者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも,帰化を許可することができる。

一 日本国民であつた者の子 (養子を除く。)で引き続き三年以上 日本に住所又は居所を有するもの

二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し,又はその父若しくは母 (養

父母を除く。)カミ日本で生まれたもの

一 三 引き続き十年以上日本に居所を有する者

第 7条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し,かつ,現に日本

に住所を有するものについては,法務大臣は,その者が第五条第二項第一号及び第二号の条件を備え

ないときでも,帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経

過し,かつ,引 き続き一年以上日本に住所を有するものについても,同様とする。
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第 8条 次の各号の一に該当する外国人については,法務大臣は,その者が第五条第一項第一号,第二

号及び第四号の条件を備えないときでも,帰化を許可することができる。

一 日本国民の子 (養子を除く。)で 日本に住所を有するもの

二 日本国民の養子で引き続き一年以上 日本に住所を有 し,かつ,縁組の時本国法により未成年であ

つたもの

三 日本の国籍を失つた者 (日 本に帰化 した後 日本の国籍を失つた者を除く。)で 日本に住所を有す

るもの

四 日本で生まれ,かつ,出生の時から国籍を有 しない者でその時から引き続き三年以上 日本に住所

を有するもの

第11条 (国籍の喪失) 日本国民は,ヽ 自己の志望によつて外国の国籍を取得 したときは, 日本の国籍を

失 う。

2 外国の国籍を有する日本国民は,その外国の法令によりその国の国籍を選択 したときは, 日本の国

籍を失 う。

国籍法施行規則 (抄 )

第 2条 (帰化の許可の申請) 帰化の許可の申請は,帰化をしようとする者の住所地を管轄する法務局

又は地方法務局の長を経由してしなければならない。

2 前項の申請は,申請をしようとする者が自ら法務局又は地方法務局に出頭 して,書面によつてしな

ければならない。

3 申請書には,次の事項を記載 して申請をする者が署名 し,帰化に必要な条件を備えていることを証

するに足 りる書類を添付 しなければならない。

一 帰化をしようとする者の氏名,現に有する国籍,出生の年月 日及び場所,住所並びに男女の別

二 父母の氏名及び本籍,父又は母が外国人であるときは,その氏名及び国籍

三 帰化の許否に関し参考となるべき事項

第 5条 (訳文の添付)届 書又は申請書の添付書類が外国語によつて作成されているときは,その書類

に翻訳者を明らかにした訳文を添付 しなければならない。
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伊11:4・ 5ページ参照

帰化許可 申請書

平成  年  月  日
←一一 (注)1

帰化 をしようとす る者の写

真 (申 請 日の前 6か月以内に撮

影 した 5 cm正方の単身,無帽 ,

正面上半身のもの)

15歳未満の場合には,法定代

理人と一緒に撮影 した写真

法務 大 臣 殿

日本国に帰化をしたいので,関係書類を添えて申請します。

道晋陽郡文山面安全里○春地

氏

金
t i名

龍

年

日
大・〇・浄誓爵馬召鶏2鼻5拾18巳行

父 母 の

　

名氏 、 、

父 母

名氏

金 継 逹

氏 名

桂 lllg 南

の
籍国母郵

籍
父
本

諾   国 幸  国

養 父 母 の

氏 名

養   父 養  母

氏 名 氏 名

の籍母週父徹養本
後
籍

化
本

帰
の 東京都ヤ野区野方○丁目○春

帰

の

化  後

氏  名

氏

○ °
  (夫の氏 )

名

○ ○

申請者の署名又
は法定代理人の

住所,資格及び
署 名

上記署名は自筆 したものであり,申請者は写真等と相違ないことを確認 した。

受付担当官

電話連絡先 1自 宅 1  03(0000)0000  1勤 務先 1 03(0000)0000 1 携帯 1090(0000)0000

(注)1 「申請年月 日」及び「申請者の署名又は法定代理人の住所,資格及び署名」欄については,

申請書受付の際に記載するので,あ らかじめ記載しない。

2 申請者が 15歳未満である場合には,その法定代理人が署名する。

3 確認欄については,記載 しない。
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例 2の 1:日本在住の親族分 5ページ参照

親 族 の 概 要  (居住地区分/団日本 国外国)

続
　

柄

氏    名
″

生年月 日

年

　

齢
職 業

住 所

※死亡している場合は,住所
の記載に代え,死亡日を記載

妻 姜   和 子

昭和34年 9月 10日 生

53 無 職 同   居

(□    年 月 日亡)

父 金 継 逹

大正13年 1月 3日 生

88 無 職
大阪市生野区①①町

2丁 目①番①①号

(□    年 月 日亡)

母 桂 順  南

ヤ
年 月 日生 (g昭和 63年 3月 16日 亡 )

長

女
コ金   信 子

平成 3年 5月 26日 生

ワ

宮 大学生
広島市中区①①町

3丁 目68番地

(□    年 月 日亡)

妻

の
父

姜   慶 柱

昭和 4年 12月 28日 生

つ
じ

Ｏ
Ｏ 無 職

京都府舞鶴市①①町

18番地 3

(□    年 月 日亡)

妻

の
母

鄭   夫 美

日召示日7年 7月 25日 生

80 無 職 同   上

年 月 日亡)(□

交 際状 況等

①交際の有無,②帰化意
思の有無,③ 申請者の帰
化に対する意見,④その
他 (電話番号,帰化申請
日,帰化日など)

①交際  /■有 □無
②帰化意思/□有 ■無
③意見/四賛成 □反対

□特になし
TEL 03 - 0000 - 0000

年  月  日帰化'申請

①交際  /■有 □無
②帰化意思/□有 ■無
③意見/■賛成 □反対

□特になし
恥L 06 - 0000 - 0000

年  月 日帰化・申請

①交際  /□有 □無
②帰化意思/□有 □無
③意見/□賛成 □反対

i

□特になし
TEL   ~    ~

年  月  日帰化・申請

①交際  /■有 □無
②帰化意思/■有 □無
③意見/■賛成 □反対

□特になし
TEL 082- 0000 - 0000

年  月  日帰化,申請

①交際  /■有 □無
②帰化意思/□有 ■無
③意見/□賛成 □反対

■特になし
TEL 0773--  00  - 0000

年  月  日帰化・申請

①交際  /■有 □無
②帰化意思/□有 ■無
③意見/□賛成 □反対

■特になし
TEL   ~   ~

年  月  日帰化・申請

(注)1 原則 として,申 請者を除いて記載する。

2 この書面に記載する親族の範囲は,申請をしていない 「同居の親族」のほか,申請者の

「配偶者 (元配偶者を含む。)」 ,「親 (養親を含む。)」 ,「子 (養子を含む。)」 ,「兄弟姉妹」,

「配偶者の両親」,「 内縁の夫 (妻 )」 及び 「婚約者」である。             (
なお,これ らの親族については,死亡者についても記載する。

3 この書面は, 日本在住の親族と外国在住の親族とに用紙を分けて作成する。
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例 2の 2:外国在住の親族分 5ページ参照

親 族 の 概 要 (居住地区分/□ 日本 田外国)

続

　

柄

氏 名

　

　

日生年月

年

　

齢
職  業

住 所

※死亡している場合は,住所
の記載に代え,死亡日を記載

兄 金 本 昌 明

日召禾日24年 8月 7日 生

63 会社員 フィリピン国マニラ市
以下不明

(□    年 月 日亡)

姉 金 自
日 美

　
弛

１
昭和26年 4月 (団十日召示日262千 5月 3日 モ1)

コ
　

妹 金   恵 朱

 ヽ  ｀

年 月 日生

９
ヨ

Ｆ

ｈ

〉

　

　

「

不 明 韓国 以下不明

(□    年 月 日亡)

妹 金   昌 逹

年 月 日生

50
米国

①①銀行員

アメ リカ合衆 国カ リ
フォルニア州ロスアン
ジェルス市①①通1234

(□    年 月 日亡)

年 月 日生 (□    年 月 日亡 )

年 月 日生 (□    年 月 日亡)

(注)1 原則 として,申請者を除いて記載する。

2 この書面に記載する親族の範囲は,申請をしていない 「同居の親族」のほか,申請者の

「配偶者 (元配偶者を含む。)」 ,「親 (養親を含む。)」 ,「子 (養子を含む。)」 ,「兄弟姉妹」,

「配偶者の両親」,「 内縁の夫 (妻 )」 及び 「婚約者」である。

なお,これ らの親族については,死亡者についても記載する。

3 この書面は, 日本在住の親族 と外国在住の親族とに用紙を分けて作成する。

交際状 況等

①交際の有無,②帰化意
思の有無,③申請者の帰
化に対する意見,④その

他 (電話番号,帰化申請
日,帰化日など)

①交際  /■有 □無
②帰化意思/固有 □無
③意見/■賛成 □反対

□特になし

十平晟1鼻 5月 2轟輌D端
①交際  /□有 □無
②帰化意思/□有 □無
③意見/□賛成 □反対

□特になし
TEL   ~   ~

年  月  日帰化.申請

①交際 i/□有 ■無
②帰化意思/□有 □無
③意見/□賛成 □反対

□特になし
TEL  ~  ~

年  月  日帰化・申請

①交際  /■有 □無
②帰化意思/□有 □無
③意見/■賛成 □反対

□特になし
TEL   ~    ~

年 月 日周ヒ.申請

①交際  /□有 □無
②帰化意思/□有 □無
③意見/□賛成 □反対

□特になし
TEL   ~   ~

年  月  日帰化'申請

①交際  /□有 □無
②帰化意思/□有 □無
③意見/□賛成 □反対

□特になし
TEL   ~   ~

年 月 日則と・申請
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例 3  5・ 6ページ参照

圭
日

〈そフの 1)

氏

　

名
金 龍 作

年 月 日 居 住 関 係 学 歴・職 歴 身 分 関 係

口召29 4 18
大諾民国慶尚南道晋陽郡文山商
安全里○春地

出生

34 9 2
父母と波日,横浜市戸塚区幸町
○春地 (45.3ま で)

36 4
市立五幸小学校入
学

42 3 同校卒業

4
市立第一中学校入
学

45 3 同状卒業

45 4
東京都新宿区柏木①丁目○春地
に移転 (55.8ま で)

私立松木高等学校
入学

48 、3、 同校卒業

48 4
昭和食品 側 勤務
営業担当

55 9
東京都光区え十条○丁目○春地
に移転 (63.8ま で)

韓国人姜和子と専
実婚

56 8  1 20
上記
婚姻届出

63 3 16 母死亡

9
東京都ヤ野区野方○丁目○春○子メゾン○○
301号室に移転 (現在まで)

平元 3
前記会社退職
平43月 まで開石山工業
でアル′平ト

3 5 26
長女
信子出生

4 4 ]

東 京寿 商事船 入社

営業担 当

16 4 1

第 一 営 業 部 販 売課

長    (現 在 まで)

(注)1 「年」については, 日本の元号で記載する。

2 履歴事項については,古い年代のものから漏れなく記載する。例えば,学歴については,転校 ,″

中途退学,卒業の学部等についても記載 し,職歴 (本国での職歴や 日本に入国した後に行つた

アルバイ ト歴も含む。)については,勤務先だけでなく,担当した職種についても記載する。

また,身分関係については,父母の死亡及び事実婚についても記載する。

3 用紙が不足する場合には,同一用紙を用いて記載する。

4 この書面は,申請者ごとに作成するが,15歳未満のものにういては,作成することを要しない。
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履 歴 圭
日

 `    ′
(そ  の  2)

氏

　

名
金  龍 作

出 入 国 歴

(最近〇年間 )

回数 期 間 日 委究 渡 航 先 目的,同行者等

1
平 20年
～ 20年

日

日

６

１

１

２

月

月

３

３ 6 香  港 会社の同僚 と観光旅行

2
平 22年 1月 19日
～ 22年 1 月 25日

7 ヤ  国 会社の上司と出張

3
日

日

３

０

月

月

２

２

年

年

３

３

２

２

平

”
8 ヤ  国 会社の部下と出張

4
平 24年 10月 1日
～ 24年 10月 20 日

20 中  国 同  上

5
日

日

月

月

年

年

平

”

6
平

日

日

月

月

年

年

7
日

日

月

月

年

年

平

”

8
日

日

月

月

年

年

平

”

9
日

日

月

月

年

年

平

”

10
日

日

月

月

年

年

平

”

総 出 国 日 数 41

能
　
格

技
　
資

昭和52年 8月 15日 第 1種普通自動車運転免許取得

(免許証番号30016000① O①① )

賞  罰

平20。 8.1速度葉妨も民貝J金 9,000円

平21.11.3駐車違反反貝J金 15,000円

平22.12.8速度違反反貝J金 9,000円

確 認 欄

(注)1「 年」については, 日本の元号で記載する。

2 出入国歴については,法定住所期間におけるものを記載する。ただし,最短でも最近 1年間

の出入国歴を記載する。

なお,出入国歴欄が足 りない場合には,出入国歴表 (付録第 22号様式)に記載する。

3 賞罰欄については,過去から現在までの全てのものを記載する。

4 確認欄については,記載しない。

-18-



生 計 の 概 要 (そ の 1) (平成○○年 ○ 月 ○ 日作成 )

収

入

氏 名 月 収  (円 ) 種 目 備 考

金   龍 作 284,000 給料 (側 ○○) 平 4.4か ら勤務

同 上 65,000 事業収入
(建物賃貸収入)

平14.1か ら勤務

姜   和 子 64,000 給料 (栄食品パー ト)

△
日 計 413,000

支

出

支 出 科 目 金 額  (円 ) 備 考

食 費 120,000

住 居 費 97,500 家貨 (管理貴等を含む)

｀ ｀
教  育  費 33,000

返 済 金 28,500

生命保険等掛金 30,000

預 貯 金 70,000

そ  の  他 34,000 光熟・水道代,医療貴等

△
日 計 413,000

主

な

負

債

借 入 の 目 的 借  入  先 残 額 完 済 予 定

自動車購入 ○○銀行○○支店 1,458,000 平26.1

例 4  6ペ ージ参照

(注)1 世帯を同じくする家族ごとに作成する。

2 月収額については,申請時の前月分について,その手取額を記載する。

3 収入の種 目欄については,給与,事業収入,年金等の別を記載する。  |
4 収入が世帯を異にする親族等からの仕送 りによる場合には,月 収欄に送金額を,種 目欄に

仕送 りである旨を,備考欄に仕送人の氏名及び申請者 との関係を,それぞれ記載する。
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例 5  6ペ ージ参照

(注)1 「年」については, 日本の元号で記載する。         r
2 この書面は,複数の事業を経営している場合には, 1事業ごとに作成する。

3 個人事業については前年分について,法人については直近の決算期について,それぞれ作成する。

4 確認欄については,記載 しない。

事 業 の 概 要
対象 となる

期 間

平成○〇年 ○ 月～

平成oO年○○月

商 号 等 閣○○工務店 所 在 東京都中央区茅場町○一〇―○

開業年月 日 平 15年  10月  1 日 経 営 者
○ ○ ○ ○

申請者との関係 (   兄   )

営業の内容

１

２

建設資材の販売
建設工事の請負

許認可の年

月 日番号等

平 15.5.7般 -04
第2X80号

(確認欄 )

営 業 資 本 1,000万 円

従 業 員 数 8名 (内 専従者 1名 )

事業用財産 店舗 (木造2階建),小型ダンプカー1台 ,小型 トラック2台 ,ブル ドーザー]台

売 上 高 5,435万 円 営業外費用 万 円

売 上 原 価 2,250万 円 特 別 利 益 万 円

販 売 費 等 2,765万 円 特 別 損 失 万 円

営業外収益 7万円 禾J 益 427万円係J益率 7%)

負

債

借 入 年 月 借  入  先 借入額 (万円) 期末残額 (万円) 返済の方法

日か0 19 10 ○○銀行 800 310 各 月 5万 円

日召・③ 21 3 ○○信用金庫 1,000 480 客 月10万 円

日召・③ 23 4 凸 ロ ー 夫 200 50 随  意

昭・平

日召・平

借入の理由及び
返 済 状 況

開業準備並びに事業拡張のため借 り入れ,遅滞なく返済 している。

取
　
　
引
　
　
先

名称又は代表者名 所  在 電話番号
年間取引額

(万円)

取引の内容 取引期間

側清水製作所
東京都大口区
大森西○一〇 3621--423× 1,880

建設資材の仕
入れ 開業時か ら

山川物産l■l

東京都荒)ll区

町屋○一〇一〇 3623--77]× 540
その他の材料
の仕入れ

側大木建設 東京都目黒区
ヤロ黒○一〇

3302--613× 2,900 建設工事

大洋興産佃
東京都大口区
羽口○一〇―○

3326--789× 2,600 5年

備
考

取引銀行
○○信用金淳○○支店 , ○○銀行○○支店
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西武新宿線 至 高田馬場

| |    | |      |

」
匡

Ｆ

デパー ト

住所 中野区野方○―○一〇 メゾン○0301号室
野方駅下草南日から徒歩10分

連絡先 自宅 電話 (3342)115×

その他 電話  090(40× )115×

例6 7ページ参照    申請者の自宅付近の略図

 ヽ  ｀

申請者の勤務先付近の略図

(氏名 金 龍作)

(氏名 金 龍作)

(注)目 標,最寄 りの交通機関,駅名,停留所からの所要時間,経路等を記載 してください。

住宅地図等の写 しにより示 していただいても結構です。

Ｎ
ｌ＝
川
――
‐―
十
１
‐

所在地 千代田区外神日○一〇―○
東京寿商事株式会社
神回駅下車徒歩15分

連絡先 1勤務先 1電話 (3874)332×

□
□
圏

|
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例 7  10ペ ージ参照

在勤及び給与証明書

住 所 東京都中野区野方○丁目○春○号メゾン○0301号室

妊
氏  名  金 龍作   昭和 29年 4月 18日 生

職 種  倶体的に)第一営業部販売課長

輸
上記の者は平成4年 4月 1日 に

当社に入社 し,現在,第一 営 業 部 販 売 課 に勤務 し,下記の給与を支給 していることを証明します。

平成○〇年○月○日

東京都千代口区外神口○丁目○春○号

東京寿商事株式会社

代表取締役  ヤ村 栄迫
 ヽ  ｀

給 与 関 係

平 成 ○〇 年 ○ 月 分

支

　

　

給

　

　

額

基 本 給
月 給 260,000円

日 給 (1カ 月支給額)          円

時 間 外 勤 務 手 当 16,000円

家 族 手 当 12,000円

勤 務 地 手 当 円

そ の 他 の 手 当 28,000円
一父 通 費 6,200円

円

計 322,200円

控
　
除

額

源 泉 所 得 税 11,000円

市 区 町 本寸 民 税 12,300円

健 康 保 険 8,400円

厚 生 年 金 6,500円

円

計 38,200円

差 引 支 給 額 284,000円

備 考  賞与は年 2口 6カ 月分支給
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別表1 必要書類二覧表
'上

ら         
ヤt'    ′       〉

(平成  年  月  日)

書 類 の 種 類 要否 確認

① 帰化許可申請書 (写真貼付)

② 親族の概要を記載 した書面

③ 履歴書 /

最終卒業証明書又は卒業証書の写し

在学証明書

技能・資格を証す る書面

自動車運転免許証の写し
｀
(表・裏)

④ 帰化の動機書

⑤ 宣誓書

⑥

ヽ

国霜 。身分関係を証する書面

本国の戸 (除)籍謄本,家族関係登録簿に基づく証明書 (韓国・朝鮮 )

国籍証明書

出生証明書

婚姻証明書 (本人・父母)

親族関係証明書

その他 (父母の死亡証明書等 )

パスポー ト・渡航証明書の写し

出生届書 (日 本での戸籍届書の記載事項証明書)

死亡届書 ( ′′ )

婚女因届書 ( ′ア
)

離婚届書 ( 〃      )

その他 (養子縁組・認知届・規権を証する書面・裁判書)

日本の戸 (除)籍謄本      |
。本人が日本国籍を喪失した者
・父母,子,兄弟姉妹,夫・妻,婚約者が日本人 (元 日本人を含む)

② 国籍喪失等の証明書 (ただし,法務局の担当者の指示があつた場合)

③ 出入国記録 (上陸から現在に至るまでの在留資格,許可の種類及び法定の住所
期間における出入国歴が記載されたもの)

◎ 住民票の写 し等

1住
民票の写し (申請者,同居者,配偶者 (元配偶者を含む)

1函鎖外国人登録原票の写し
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Q 生計の概要を記載した書面

在勤及び給与証明書 (会社等勤務先で証明したもの)

土地・建物登記事項証明書

預貯金現在高証明書・預貯金通帳の写 し

賃貸契約書の写し

① 事業の概要を記載 した書面

会社等法人の登記事項証明書

営業許可書・免許書類の写し

②

ヽ

糸内利己証明書等

個

　

　

　

　

人

源泉徴収票

確定申告書 (控え・決算報告書含む) (  年分 )

所得税の納税証明書 (その 1,その 2) (  年分)

事業税の納税証明書 (  年分 )

消費税の納税証明書 (  年分 )

梨裏堀暴義雪子怒算居塞懇桝筆肇沼扇名召桝所
明書又は ( 年分 )

納付書の写 し

法

人

確定申告書 (控 え・写 し) (  年分 )

決算報告書 (  年分 )

法人税の納税証明書 (そ の 1,その 2) (  年分 )

法人事業税の納税証明書 (  年分 )

消費税の納税証明書 (  年分 )

法人都道府県民税の納税証明書 (  年分)

法人市区町村民税の納税証明書 (  年分 )

源泉徴llX簿 の写し (申 請者に関する部分),納付書の写し (  年分)

① 公的年金保険料の納什証明書 (ねんきん定期便,年金保険料の領収書等の写し)

(直近 1年分)

① 運転記録証明書 (過去 5年間)

運転免許経歴証明書 (失効した人,取 り消された人)

⑮ 自宅,勤務先,事業所付近の略図

① その他

(注 )

◎ 上記のほかにも関係書類の提出が必要となる場合があります。
◎ 提出書類のうち,特に指示のないものはすべて各 2部 (う ち 1部は写しで可)必要です。
◎ 写しを提出する場合は,A4判 としてください。
◎ 外国語文書には,A4判の訳文を添付し,翻訳者の住所 !氏名及び翻訳年月日を記載してくだ

さVヽ。
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別表 2 納税証明書等提出書類一覧表
 ヽ          

ウ
    ィ

提出書類の種類

対

象

期

間

圭市
　
　
求
　
　
先

形 態

給 与 所 得 者 事 業 経 営 者

その他
の人源泉徴収さ

れている人

源泉徴収さ
れていない

ため確定申
告をしてい

るメ、

2か所 以上

か ら給 与 を

得ている人 ,

給 与 が年 間
で2,000万円
を超 え る人

法 人

(取締役
も含む)

個  人 ,

源泉徴収票 勤 ◎ ◎ ◎

都道府県,市区町村
民税の課税証明書又
は非課税証明書 (総

所得金額の記載のあ
るもの)

都
市 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

都道府県・市区町村
民税の納税証明書

都
市 ◎ ◎ ◎ ◎

法人都道府県民税の

納税証明書
者B ◎

法人市区町村民税の

納税証明書
市 ◎

事業税の納税証明書 都 ◎ ◎

法人税の納税証明書

(そ の 1,そ の 2) 税 ◎

個人の所得税の納税
証明書 (そ の 1,そ
の 2)

税 ◎ ◎ ◎

消費税の納税証明書 税 ◎ ◎

確定申告書の控え

(別表,決算報告書 ,

青色申告決算書,収
支内訳書)

◎ ◎ ◎ ◎

源泉徴収簿の写し及
び納付書の写し

勤 ◎

(注)1 本表は,申請者が納税対象者 となるときの表です。上記表の各形態いずれにも該当する人

については,該当する全ての書類を提出してください。

2 対象期間は,担当者の指示に従ってください。

3 請求先欄は,「勤」は勤務先,「市」は市区町村役場,「都」は都道府県税事務所,「税」は

税務署を表 します。

4 申請者と生計を同じくする配偶者その他の親族については、担当者の指示に従ってくださ

い 。

-26-



○]回窯仲隠

Ⅲ伸 係 無 廿 (四 ) 運 』 無 一器 ふ 殺

03 W ゆ 〇 はヽ ∞ O 〇

十H―・十11棋 里●二▼ ■回悪い照

LO十 卜・+1 l lDl里 ●二▼

+卜連
′

『

′ 同
′

【
′

卜
′

ぺ
′

□
′

虫
′
‖
′

‖
′
部や食S′ 十■抱村t遭配

DV′

『

′ 同
′

【
′ 卜

′ 侭
′ 間

′

虫
′

‖
′ ‖

′ 部 A」濫抱
°

十11Ⅸ 起
′

い
′ 科

′
弧

′
玉
′

眠
′

画
′

↓
′

k′ I′ 取
′

想
′

ぺ判綜持
′

耐蕊

逆ミV連倉V′ 悼
′
科
′
弧
′
玉
′
眠
′

画
′

‖
′

<′ I′ tll′ 想
′
ぺ
′判対やべや

°

照
撃
孜
い
叶

日
（貯
ミ
憶
伴
）
隠
賦
四
塩
貯
○

【菜
則
】

い
貯
回
〓

報
回
ば
冊
母

〇
ト
　
　
　
ミ

ト
ト
　

　

ミ

∞
ト
　
　
　
ミ

Ｏ
ト
　
　
　
ミ

〇
∞
　
　
　
ミ

【
∞
　
　
　
　
ヽヽ

困
∞
　
　
　
ヽヽ

∞
∞
　
　
　
ミ

や
∞
　
　
　
ヽ

Ю
∞
　
　
　
ヽヽ

〇
∞
　
　
　
ヽ

卜
∞
　
　
　
ミ

∞
∞
　
　
　ヽ
ヽヽ

Ｏ
∞
　
　
　
ヽ

Ｏ
Ｏ
　
　
　
ヽ

「
Ｏ
　
　
　
　
ヽヽ

へ
Ｏ
　
　
　
ヽヽ

∞
Ｏ
　
　
　
ミ

寸
Ｏ
　
　
　
ミ

崎
Ｏ
　
　
　
ミ

Ｃ
Ｏ
　
　
　
ミ

卜
Ｏ
　
　
　
ヽヽ

∞
Ｏ
　
　
　
ヽヽ

Ｏ
Ｏ
　
　
　
ヽヽ

〇
〇
【
　
　
　
　
ヽヽ

〇
「

飛
Ｖ
貯

６
０

（」
即
Ｃ
困
Ｏ

（貯
８
留
鞄
田

句
Ｇ
慈

（坦

。
対
日

へ廼
撞
叫
堰

い
せ
進
冊

骨
導
螺
廻

〇
困
∞
寸

「
困
∞
寸

困
困
∞
寸

∞
困
∞
寸

や
困
∞
寸

め
弱
い
寸

〇
困
∞
寸

ト
ベ
∞
寸

∞
困
∞
や

Ｏ
へ
∞
ヾ

〇
∞
の
部

「
∞
∞
寸

Ｑ
め
め
専

∞
ｍ
ｍ
や

寸
∞
ｍ
寸

崎
ｍ
ｍ
寸

〇
∞
∞
寸

卜
ｍ
∞
寸

Ｏ
∞
∞
ヾ

〇
寸
∞
ヾ

「
却
∞
寸

∞
寸
∞
寸

ヾ
寸
∞
寸

崎
寸
∞
寸

０
や

い
担
貯
楔
Ｄ
セ
Ｎ

米
せ
幽
四

　
ｏ

酬

留

）

匝
思

Щ

Ｅ

貯

卜

よ

賦

ｏ
綱
じ

□
留
Щ
∞
貯

卜
さ
思

Ｓ

留

）

回
巳

Щ

困
叫

困
淑

ト

ご
留
）
□
景
Щ
困
叫
寸
≪
棋

崎綱
【）
ロ
ト
Щ
ｗ
叫
園
埋
ば

∞
ｏ
留
）
□
∞
駅
ｏ
叫
ヾ
拓
品
凶

困
ぷ
〕

皿
品

駅
卜
叫
導
規
窓

鞄
国
）
匝
尽
Щ
営
叫
母
円
＜

□
馴
Ｇ
ロ
ト
Щ
Ｈ
叫
Ｓ
晨
晋

。や
増
や

ｓ
報

□
Ｇ
Ｒ
部
Ｇ
い
貯
中
Ｑ
く
□
　
困

〉
高
抱

Ｈ
憑
穐
鑑
一貯
Ｑ
照
Ｑ
日

Ｇ
神
二
や
日
役
村
終
回
封
麒
　
＝
（規
）

幽

国

〇
∞
Ｏ

卜
∞
Ｏ

∞
∞
Ｏ

Ｏ
∞
Ｏ

Ｏ
Ｏ
Ｏ

【
Ｏ
Ｏ

ぺ
Ｏ
Ｏ

∞
Ｏ
Ｏ

Ｗ
Ｏ
Ｏ

Ю
Ｏ
Ｏ

Ｏ
Ｏ
Ｏ

』
Ｏ
Ｏ

∞
Ｏ
Ｏ

Ｏ
Ｏ
Ｏ

〇
〇
〇

「
〇
〇

Ｑ
Ｏ
Ｏ

∞
〇
〇

Ｗ
Ｏ
Ｏ

〇
〇
〇

卜
〇
〇
因

∞
〇
〇
困
米

〇
「
〇
困

【
「
〇
困

因
【
〇
∞
米

嶺

貯

〇
因

崎
困

寸
困

∞
困

〇
ペ

い
叫
く
匝

貯
Ｓ
健
智

貯
ば
憶
岸

困
　

ヽヽ

∞
　

ヽヽ

寸
　
　
　
ヽヽ

崎
　

ミ

Ｃ
　
　
　
ミ

ト
　
　
　
ミ

∞
　
　
　
ミ

Ｏ
　
　
　
ヽヽ

「
べ
　
　
ヽヽ

い
叫
回
〓

斜
回
ば
鞘
子

め
ｍ
　

　

ミ

Ｗ
∞
　
　
　
　
ミ

Ю
∞
　
　
　
ヽ

〇
∞
　
　
　
ヽヽ

卜
∞
　

　

ヽヽ

∞
∞
　
　
　
ヽヽ

Ｏ
∞
　
　
　
ヽヽ

Ｏ
Ｗ
　
　
　
ミ

「
守

　

　

　

ミ

困
や
　
　
　
ミ

∞
や
　
　
　
ヽヽ

ヾ
寸
　
　
　
ミ

Ю
Ｗ
　
　
　
ヽヽ

〇
寸
　
　
　
ミ

卜
や
　
　
　
ミ

∞
や
　
　
　
ヽヽ

Ｏ
寸
　
　
　
ミ

〇
崎
　
　
　
ミ

［
Ю
　
　
　
　
ミ

因
Ю
　
　
　
ミ

∞
Ю
　
　
　
ミ

寸
崎
　
　
　
ミ

崎
崎
　

　

ヽヽ

Ｃ
崎
　
　
　
ミ

卜
ゆ
　
　
　
ヽ

∞
０
　
　
　
ミ

Ｏ
崎
　
　
　
ヽ

〇
〇
　
　
　
ヽヽ

【
Ｃ
　
　
　
　
ヽヽ

∞
〇
　
　
　
ヽヽ

Ｗ
Ｏ
　
　
　
　
ヽヽ

崎
〇
　
　
　
ミ

〇
〇
　
　
　
トヽ

卜
〇
　
　
　
ヽヽ

∞
〇
　
　
　
ヽヽ

Ｏ
Ｃ
　
　
　
ミ

〇
卜
　
　
　
ヽヽ

【
卜
　

　

ヽヽ

ベ
ト
　
　
　
ミ

∞
ト
　

　

ミ

寸
卜
　
　
　
ヽヽ

い
叫
蛙
郡

〇
ト
ベ
寸
門
求
肺甲

∞
卜
困
ヾ

Ｏ
ト
ベ
Ｗ

【
∞
因
寸

へ
∽
∞
Ｗ

寸
∞
い
や

崎
∞
因
寸

Ｃ
∞
因
Ｗ

』
∞
園
Ｗ

∞
∞
困
寸

Ｏ
∽
ω
寸

Ｏ
Ｏ
困
寸

「
Ｏ
困
寸

困
Ｏ
困
寸

∞
Ｏ
困
ギ

寺
Ｏ
困
寸

Ю
Ｏ
困
専

Ｃ
Ｏ
困
ギ

卜
Ｏ
ぺ
Ｗ

∞
Ｏ
園
寸

Ｏ
Ｏ
困
寸

〇
〇
∞
寸

「
〇
∞
ヾ

困
〇
∞
却

∞
〇
∞
寸

寸
〇
∞
や

崎
〇
∞
寸

〇
〇
∞
寸

∞
〇
∞
寸

〇
〇
∞
寸

∞
ヾ

∞
寸

∞
寸

∞
寸

∞
寸

∞
寸

∞
寸

幽

円

∞
Ｗ
Ｏ

や
や
Ｏ

Ю
Ｗ
Ｏ

Ｃ
Ｗ
Ｏ
「

卜
Ｗ
Ｏ

∞
寸
Ｏ

Ｏ
寸
Ｏ

〇
ゆ
Ｏ

【
Ｏ
Ｏ

ぺ
崎
Ｏ

∞
崎
Ｏ

寸
崎
Ｏ

Ю
崎
Ｏ

〇
崎
Ｏ

卜
崎
Ｏ

∞
崎
Ｏ

Ｏ
崎
Ｏ

Ｏ
Ｃ
Ｏ

「
Ｃ
Ｏ

ぺ
Ｃ
Ｏ

め
Ｃ
Ｏ

ヾ
Ｃ
Ｏ

Ю
Ｃ
Ｏ

卜
Ｏ
Ｏ

∞
Ｏ
Ｏ

Ｏ
Ｃ
Ｏ
「

〇
卜
Ｏ

「
卜
Ｏ

困
卜
Ｏ

∞
卜
Ｏ
「

〇
ト

ト
ト
Ｏ

Ｏ
卜
Ｏ

〇
∞
Ｏ

「
∞
Ｏ

因
∞
Ｏ

ｍ
∞
Ｏ

寸
∞
Ｏ

０
∞
Ｏ

鐘
貯

∞
〇

』
〇

Ｃ
Ｃ

や
〇

∞
〇

困
〇

〇
〇

Ｏ
ｎ

∞
崎

０
崎

寸
崎

困
崎

「
い

〇
ゆ

∞
寸

崎
寸

寸
寸

∞
寸

「
寸

〇
寸

Ｏ
∞

〇
∞

Ю
∞

〇
∞

Ｏ
ヘ

∞
ヘ

ト
ベ

い
叫
く

□

叫
留
晨
蟹

Ｏ
「
　
　
ミ

「
い
　
　
ヽヽ

「
∞
　
　
ヽヽ

困
∞
　
ヽ

守
∞
　

ヽ

崎
い
　

ヽヽ

Ｏ
ｍ
　
ヽ

卜
∞
　

ヽヽ

【
守

　

ミ

∞
ヾ
　
ミ

卜
寸
　
ミ

【
崎
　

ヽヽ

卜
Ю

ヽヽ

い
叫
回
■

穏
鯉
ポ

「
∞
　
　
ヽ

貯

ば

娯

肛

困
　

ミ

ｍ
　

ミ

＝
ば
回
ぱ
冊
〓

Ｑ
　

　

ミ

め
　

　

ヽヽ

Ｗ
　

　

ヽ

崎
　

　

ヽヽ

〇
　
　
　
　
　
ヽヽ

ト
　

　

ミ

∞
　
　
　
　
　
ミ

Ｏ
　
　
　
　
　
ミ

〇
困
　
　
　
ミ

「
困
　
　
　
　
ヽ

困
困
　
　
　
ヽ

∞
因
　
　
　
　
ミ

ヾ
べ
　
　
　
ヽ

い
べ
　
　
　
ヽヽ

〇
へ
　
　
　
ヽ

∞
い
　
　
　
ヽヽ

Ｏ
へ
　
　
　
一
ミ

〇
∞
　
　
　
ヽヽ

【
∞
　

　

ミ

や
貯
睦
冊

錦
甲
望
即

Ｗ
め
困
守

崎
∞
困
守

〇
∞
因
寸

卜
∞
因
部

∞
∞
園
Ｗ

Ｏ
∞
園
Ｗ

〇
寸
困
寸

「
寸
因
寸

困
寸
困
寸

∞
寸
困
寸

寸
Ｗ
困
寸

Ｃ
Ｗ
困
寸

卜
Ｗ
園
寸

拘
ヾ
Ｎ
守

Ｏ
寸
困
ヾ

〇
崎
困
寸

「
Ю
へ
ヾ

困
崎
困
寸

∞
Ю
困
寸

寸
Ю
困
寸

ゆ
０
べ
寸

〇
崎
ぺ
Ｗ

卜
崎
困
Ｗ

∞
い
へ
寸

Ｏ
崎
困
寸

〇
〇
因
守

「
〇
因
守

困
〇
困
寸

∞
〇
因
専

寸
〇
因
寸

崎
〇
園
寸

Ｃ
Ｃ
因
寸

卜
Ｃ
困
守

∞
〇
因
寸

Ｏ
Ｃ
困
寸

〇
卜
因
ヾ

【
卜
困
却

ベ
ト
困
ヾ

∞
ト
ベ
寸

マ
ト
ベ
寸

Ю
ト
ベ
寸

幽

国

Ｏ
Ｏ

園
Ｏ
Ｏ

∞
〇
一

崎
Ｏ
Ｏ

〇
〇
〇

卜
Ｏ
Ｏ

〇
〇
〇

〇
「
Ｏ

「
「
Ｏ
「

因
「
Ｏ

∞
「
Ｏ

Ｗ
「
Ｏ

Ю
「
Ｏ

０
「
Ｏ

卜
【
Ｏ

∞
【
Ｏ

①
「
Ｏ

〇
困
Ｏ

「
困
Ｏ

困
困
Ｏ

∞
『
Ｏ

崎
困
Ｏ

〇
困
Ｏ

∞
困
Ｏ

Ｏ
へ
Ｏ

●
∞
Ｏ

【
∞
Ｏ

困
∞
Ｏ

∞
∞
Ｏ

寸
∞
Ｏ

〇
∞
Ｏ

卜
∞
Ｏ

∞
∞
Ｏ

〇
や
Ｏ

「
寸
Ｏ

因
Ｗ
Ｏ

鎗
貯

〇
〇

〇
〇

い
〇

因
〇

「
〇

Ｏ
Ｏ

∞
Ｏ

卜
Ｏ

Ю
Ｏ

や
Ｏ

∞
Ｏ

Ｏ
Ｏ

Ｏ
∞

∞
∞

〇
∞

∞
∞

困
∞

〇
∽

Ｏ
ト

∞
ト

寸
ト

〇
ト

い
叫
く
回

ホ

銘

鯉

罫

Ｗ
め
　
ヽ

崎
∞
　

ヽヽ

Ｃ
∞
　
ミ

卜
∞
　
ヽ

【
寸

　

ヽヽ

叫
ば
円
く

因
　
　
　
ミ

∞
　
　
　
ヽ

寸
　
　
　
ヽ

り
　
　
　
ヽヽ

Ｃ
　
　
　
ミ

ト
　
　
　
ミ

∞
　
　
ヽヽ

Ｏ
　
　
　
ミ

は
ヽ
ほ
占
Ｋ
印
唖

へ
　
　
　
ヽヽ

ｍ
　

ヽヽ

や
　

ヽ

ゆ
　
　
　
ミ

Ｃ
　
　
　
ヽ

ト
　

ミ

∞
　
　
　
ヽ

Ｏ
　
　
　
ヽヽ

〇
「
　
　
ヽヽ

「
「
　

ミ

困
【
　
　
ミ

∞
【
　

ヽヽ

寸
【
　
　
ミ

０
「
　
　
ミ

〇
【
　
　
ミ

卜
「
　
　
ミ

-27-



住所変更届の例′

住 所 変 更 届

法 務 大 巨 殿

平成  年  月  日

住  所

氏  名

記

旧 住 所

新 住 所

電 話 番 号

変更の事由
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